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札幌都心再編計画の体系化と連動したまちづくり主体の

形成とエリアマネジメントに関する研究

学位論文内容の要旨

  近年、社会構造が変革期を迎え、経済社会のグローバル化が進むー方、地域価値を高めるローカル

化も進展している。新しい社会構造の中では、これまでの官主導下での市街地整備では対応不可能な

領域が発生し、行政、企業、市民、NPOなどの日本型公民協働による新領域への取り組みが必要と

なる。また、大都市・地方中枢都市では都市再生、特に都´黼が進められており、高質な生活空間

や地域間競争カを高める都市環境を創造する発意性を持った担い手への期待が高まっている。

  本研究は、都心の再編を行うことが大きな命題であると捉え、都心再編計画の体系化と連動した発

意性を持っ担い手・まちづくり主体の形成とエリアマネジメント活動を明らかにすることを目的とす

る。研究対象として、明治以降、計画的な市街地を形成してきた札幌都心部を対象とする。

  まちづくり主体とは、特定のエリアで社会経済活動を行う地権者、事業者、市民などがまちづくり

の担い手として糾合することでエリアマネジメントを行う集団を指し、細織化と主体化の段階を経て

形成される。また、エリアマネジメントとは、まちづくり主体の発意・合意により地区指針等を策定

し、指針に沿った物的な環境整備と活用・溏陸化事業を一体的・継続的に行うことである。

  本論は、三部構成、全10章で構成されている。以下各章の概要を示す。

  序章は研究の背景、目的、分析の視点、方法、既往研究の整理と、都心再編の目標像・主体・手法

の把握という本研究の特徴を記している。

  第―部（第1章）は、高度成長期以降の札幌都ふの都市計画、制度運用、市街地変容の変遷を把握

する。成長期では新市街地と社会基盤の整備が主であったが、近年都´薦を都市政策に位置づけた

こと、官主導の管理下で敷地単位の民間企業による開発が行われ、全国一律の法制度に従っていたこ

とを明らかにし、都心再編計画の必要陸・発意性を持つ担い手による取組・新しい制度運用が求めら

れていることを述べる。

  第二部（第2章～第4章）は、行政主導で行われた都心再編計画の体系化・主体の組織化・行政施

策の再構成について論じる。

  第2章では、都市の概成期を迎えた札幌市が総合計画において都市づくりの方針を転換し、都心の

整備を位置づけ、都心再編に関わる計画を複数策定したことを扱う。都心再編計画の体系化は「基本

計画（都心まちづくり計画）」と、「実施計画（中心市街地活性化基本計画）」、「実施主体計画（札幌

TMO構想）」によって構成されている。その後に、分野別計画（都心交通計画、緑を感じる都心の街

なみ形成計画）、地区別計画(JR苗穂駅周辺地区まちづくルガイドライン）を策定している。これら

の 都 心 再 編 に 関 す る 計 画 群 の 策 定経 緯 と 計画 群 の体 系 化 を明 ら かに し て いる 。

  第3章では、都心の既存主体（商店街振興組合、各種団体・組織等）の把握と、これら主体構成の

組織化について論じる。また、都心再編計画の実施主体（札幌TMO)は、中間的・中立的な立場か

ら各主体を結び合オ礎るコーディネーターとして設立されており、札幌TMOの組織構成、現在の活
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動・機能の特徴を明らかにしている。

  第4章では、都心再編を実現する制度・手法の再構成について論じる。「都市再生政策」の札幌で

の展開や、「実施計画（中心市街地活性化基本計啣」で創設された重歳エリア（まちづくり促進地区）

の実態と特徴を明らかにする。また、行政組織内で都心に関する業務を所掌する部署の設置、都´己啌

間を改変する2つの大規模整備事業休L幌駅前通再整備、創成川通再整備）の内容について整理を行

う。

  第三部（第5章～第8章）はまちづくり主体の各論を扱い、まちづくり主体の形成とエリアマネジ

メン卜について論じる。

  第5章では、者p心に多く存在するまちづくり主体の概略等の全体的把握と分類を行う。各地区には、

地区の利害関係者同士の合意によって設立される＠「地区協議組織｜と、「地区協議細織Iと行政が折

衝し協議・調整を行う◎「折衝ラウンドテーブンレ亅の2種類が存在している。「地区協議細織，Iには、

地区の再開発を目的としたぐD-i「開発推進タイフp-l、将来像を構築し地区全体のマネジメントを行う＠

-2「総合調整タイフpJ、地区の魅力作りなど活愕イヒ：事業を行う◎モr溯・活惟町匕タイプ」の3つのタ

イプに分けることが出来る。また、「折衝ラウンドテーブ′レ亅での合意を基に行政組織内の調整、施策

展開が行われる。

  第6章では、「開発推進タイプ（地区協議組織）」として「南1条地区」、「道庁東地区」、「北4東6

地区」、「苗穂駅南地区」のまちづくり主体を対象とする。単一商店街から派生し、地区の開発構想を

検討している組織や、街区単位の敷地を所有する民間企業による開発が行われる地区、住民と民間企

業が共同で再開発を検討している地区を扱い、利害関係者同士の合意形成の過程、物的環境整備の検

討から活用・活性化事業への発展を捉えている。

  第7章では、「総合調整タイプ（地区協議組織）」として「駅前通地区」、「苗穂駅周辺地区」のまち

づくり主体を対象とする。札幌駅前通再整備をきっかけに地区の利害関係者によって組織が形成され

た地区や、当初の再開発目的から変質し、現在は全体プラン作成・活性化事業など総合調整を行って

いる地区を扱い、直接物的環境の整備を行わず、合意形成・相互調整を主としたエリアマネジメント

活動の内容と過程を明らかにしている。

  第8章では、「活用・活性化タイプ（地区協議組織）」として「大通地区」、「すすきの地区」、r倉U成

川以東地区」、「狸小路ーニニ条市場地区」のまちづくり主体を対象とする。複数の商店准鎌B織が融恰し、

札幌TMOを中心とした活性化事業を実施している地区や、防犯や風紀を守ることで合意を形成し活

性化事業に取り組む地区、利害関係者同士が人材・情報のネットワークを形成している地区丶創成川

通再整備をきっかけに2つの商店街が合同で計画提案を行った地区を扱い、合意形成を基に既存組織

の 糾 合 と 新 組 織 に よ る 活 世 イ 匕 事 業 の 実 施 へ 至 る 内 容 と 過 程 を 明 ら か に し て い る 。

  第9章では、第三部で得られた内容の考察を行っている。「組織の変容過程、主体形成の過程」、「エ

リアマネジメントの内容」、「組織・活動の目的」に着目し、結諭として以下の10点を得た。1）エリ

アマネジメントの分析揖漂と本研究の特徴ふ2）まちづくり主体の組織特性と地区特性との関係。3）

行政施策による、組織化・組織変容。4）既存活動があれば組織化の可能性が増大。5）合意形成・取

組みの段階が進展するほど事業実施が行われ、まちづくり主体へ展開。6）指針などの合意が形成さ

れると、広い分類の取組み・活動が行われエリアマネジメント活動へ展開。7）エリアマネジメント

活動は、地区全体の指針策定．ハード整備検討・活性化事業によって構成。8）地区全体の指針の合

意内容は行政により計画的担保。9）都心再編計画を基にした組織連関が実現。10）個々の関係者、

既存の組織体を糾合する組織化が実現

  終章は総括として、各部・各章で明らかにしたことの整理を行う。また、まちづくり主体の公益的

な活動の方向性に関する課題を抽出し、併せて砌魂の展望を記している。
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札幌都心再編計画の体系化と連動したまちづくり主体の

    形 成 と エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究

研究の背景・目的

21世紀、社会経済簡告や＾口構造が大きく変容するなか、地域の再生と環麑の再生を大きな目標

とした縮減時代の都市づくりの目標と実現の計画論が大きな命題として存在している。また、わが

国の都市づくりは、行政主導から市民・企業参加、市民・企業参画の時代を経て、今日では行政参

加・行政参画へと大きく変化してきている。地方分権社会においては、特に百万人以上の規模の中

枢都市における都心再編・再生にあっては、計画と経営の複眼的な視点が求められるガバナンス社

会に対応した、公共セクターと市民・企業セクターのB耳確なパートナーシップによる、新しい計画

論とマネジメント論が必要となっている。

  本論は、明治以降、人口・市街地の急速な±曽カロ・拡大に計画的に対応してきた成長都市・杣幌の

都´幟を対象として、地権者・企業・市民・住民等のガパナンス時代の都市づくり主体の参加・参

画・活動・組織化等にっいて着目し、柔軟な、多様mこ富む都心の再編・再生の担い手となるまち

づくり主体によるエリアマネジメント実現の可肯眺と具体的な内容にっいて論じたものである。

  序章では、既往研究の整理を行い本研究の位置づけと目的の設定を行い、わが国の地方自治の進

展に対応した、行政・地権者・企業・住民・NPOなどによる日本型公民協働による都市づくりの

動きや計画的取り細みをめぐる計画論とマネジメント論にっいての整理から、分析の枠細みをまと

め、都心再生・再編の◎目標像、◎主体、◎手法という、本研究の特徴的視点を示している。

  1章では、成長都市・札幌の都市計画と市街地形成の変遷を整理し、これまでの都市づくりの目

標は新市街地形成と社会インフラ整備であったが、近年、世界都市を目標とした都心の再生・再編

が 重 要な 目 標と し て タス ク フオ ー ス 化さ れ てい る こ とを 明 ら かに し てい る 。

  2章では、長期総合計画における目標とその近年の変容を示し、特に新たな~B-Lの実現のた

めの、＠目標設定（都心まちづくり計画）、◎実施計画（中´tl鯏鎖剛匕基本計画、◎実施主体

休L幌TMO構想）が、全て企画調整部門によって策定され、行政施策・組織的にも体系化され、

またその実施への事業計画が部門別に策定されていることを構造的に明らかにしている。

  3章では、都´い再生の実施主体となる睇U院T MO」の設立経緯、現在までの活動内容を詳細に

捉えその組織と調整機能を明らかにしている。

  4章では、実施計画（中´い櫛性化基本計画）が、都´己軸とエリア（まちづくり促進地区）
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概念によって構造的に構成され、主要な2都心軸の再生事業休1幌駅前通と創成川通）の計画化と

進行プロセスを詳述し、都心再編が公民協働で進行しはじめていることを明らかにしている。

  5章では、杣幌者心域に存在する既往組織の設立の経緯、活動のエリアと内容を詳細に捉え、行

政との連携・合意にもとづく都心まちづくり協議内容の分析を行い、◎「内部協議型細織｜（◎―1

「贓缶推進タイプ亅と＠ー2r総合調整タイプ亅、＠―3「活用・活幽匕タイプ」カミ存在冫と◎「折

衝型ラウンドテーブル」という2つの階層的協議の場が存荏していることを明らかにしている。

  6章では、「内部協議型組織（開発推進タイフつ」という特徴を持つ「南1条地区J、「お東地区」、

「北4東6地区J、「苗穂駅南地区」のまちづくり主体の組織の特徴や活動の内容、広がり、深まり

を経年的に詳細に把握し、エリアマネジメン卜という視点を加え分析を行なっている。

  7章では、「内部協議聾H織鯲合調整タイ刀」である「駅飾邑地区亅、r苗穂駅周辺地区亅のま

ちづくり主体の組織の特徴やi動の内容、広がり、深まりを経年的に詳細に把握し、エリアマネジ

メントという視長を加え分析を行なっている。

  8章では、「内部協議型組織（活用・活陸化タイフつJであるりぐ通地区」、「すすきの地区」、rU

成川以東地区」、「狸小路・二条市場地区」のまちづくり主体の組織の特徴や活動の内容、広がり、

深まりを経年的に詳細に把握し、エリアマネジメントという視点を加え分析を行なっている。

  9章では、5章～8章で得られた結果を＠黼・活動の目的」、◎「組織の変容と主体陸の形成」、

◎「エリアマネジメント的な特徴と内容」という3視点から総合的かっ計画論的に考察し、都心ま

ちづくりにおけるマネジメント論上、有効な知見を明らかにした。

1）都´己再生におけるエリアマネジメントの内容、2）都心再生や都心まちづくり主体の組織的特

徴と地区の特陸との相関、3）行政との連動による組織f匕と組織内容の変容、4）組織化の深化と

既存活動の存住、5）合意形成や取り組みの深化と計画・事業化ならびにまちづくり主f4イ匕（担い

手意識の顕在fDとの相関、6）指針形成がもつ、都´己再生まちづくり活動への影響と主体化（担

い手意識の明a1めの進展、7）「地区畊齢慊趨．r空間整備目標の明確fbJ．「ほf匕事業との連

携Jが「エリアマネジメン卜」の主要素、8）民による「地区の指針策定｜と公による「計画的担

保Iiの連動・連携の意味、9）上位の公的な計画の有在による都心まちづくり主体の活載漣携、10冫

札幌型TMO (TMO十シティマネジャー十運営委員会）による多様な組織の糾合化の可能陸。

  終章では、本研究の各章で得られた結論を取りまとめ、大規模都市の都´胤という公益的な陸

格を強く持つエリアのまちづくり主体の活動目標と活動の方向性を包括的に整理して、都心再生に

おける計画体系とエリアマネジメントが連動する必要陛と可能I生丶そしてその計画論的な意味と役

割を述ぺ、今後の課題と残された研究の展望を提案している。

  これを要するに、著者は、分権f匕や住民自治の進捗したガ/¥ナンス社会の都´い再生、都心まちづ

くりにおいて、公益陸・公共陸の高い都心エリアの利活用を住民・行政・地権者．NPOなどが協

働で計画・管理してゆく‘都心計画の体系化とエリアマネジメントの連携枠組みと具体的な進め方’

について臨床学的に提案したものであり、都市計画学、都市デザイン学、コミュニティ計画学に貢

献するところ大なるものがある。

よって筆者は、ゴ r:trlt道大学陣・士（工学）の学位を授与される資格があるものと認める。
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